
総 行 市 第 １ ３ ０ 号

平成１８年９月１５日

各 都 道 府 県 知 事 殿

総務省自治行政局長

住民基本台帳事務処理要領の一部改正について（通知）

住民基本台帳法の一部を改正する法律（平成１８年法律第７４号）、住民基本台帳法施

行令の一部を改正する政令（平成１８年政令第２９８号）、住民基本台帳の一部の写しの

閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令の一部を改正する省令（平成１８年総務省

令第１０９号）及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する

基準（平成１８年総務省告示第４９５号）が平成１８年１１月１日から施行されること

に伴い、住民基本台帳事務処理要領（昭和４２年自治振第１５０号等自治省行政局長等

から各都道府県知事あて通知）の一部を下記のとおり改正することとしましたので、通

知します。

なお、この旨を貴都道府県内の市区町村にも周知されるようお願いします。

記

第１ 住民基本台帳事務処理要領の一部改正

住民基本台帳事務処理要領の一部を次のように改正する。

目次第２－３中「（１）住民基本台帳の一部の写しの閲覧」を「（１）国又は地方公共

団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧」に改める。

目次第２－３中（３）を（４）とし、（２）を（３）とし、（３）の前に次のように加

える。



（２）個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧

第１－２中（１５）を（１６）とし、（１４）を（１５）とし、（１３）を（１４）と

し、（１２）を（１３）とし、（１１）を（１２）とし、（１０）を（１１）とし、（９）

を（１０）とし、（８）を（９）とし、（７）を（８）とし、（６）を（７）とし、（７）

の前に次のように加える。

（６）公益性告示 住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関す

る基準（平成１８年総務省告示第４９５号）をいう。

第２－３の第１段落を次のように改める。

国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合

には、当該国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由（犯罪捜査等のための請求

にあっては、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法

令の名称）、住民基本台帳の一部の写しを閲覧する者の職名及び氏名等を明らかにし

たうえで、国又は地方公共団体の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定する

ものに閲覧させることを請求することができる（法第11条第１項、第２項）。

また、①統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定

める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施、②公共的団体が行う地

域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施

及び③営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情

による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施のために住民基本台帳の

一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と

認めるときは、市町村長は、当該申出者が指定する者等に、その活動に必要な限度

において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる（法第11条の２第

１項）。

これらのうち、①については、公益性告示において、次に掲げる基準が定められ

ており、これに照らして、公益性が高いと認められるか否かを判断すること。

・ 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、そ

の調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されるこ

と

・ 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者

が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、その調査結果又はそれに

基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元され

ること

・ その他、上記以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究で

あり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方

公共団体における施策の企画・立案や他の機関等における学術研究に利用され



ることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情

があること

第２－３－（１）の標題を「国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の

一部の写しの閲覧」に改める。

第２－３－（１）－ア－(ｱ)の各項目列記以外の部分中、「閲覧を請求する者」を「閲

覧を請求する国又は地方公共団体の機関」に改め、「原則としてこれに記載させることと

するのが適当である」を「国又は地方公共団体の機関から求められた場合には、様式例

として提示できるようにしておくことが望ましい」に改める。

第２－３－（１）－ア－(ｱ)中「Ｃ 請求に係る住民の範囲」を「Ｄ 請求に係る住民

の範囲」に改め、同項目の次に次の項目を加える。

Ｅ 法令で定める事務の責任者の職名及び氏名

法令で定める事務の責任者とは、住民基本台帳の一部の写しを閲覧する

ことが必要となる事務を所掌する国又は地方公共団体の内部におかれる組

織の長が該当し、具体的には「○○市△△課長」と記載させることが適当

である。

第２－３－（１）－ア－(ｱ)中「Ｂ 請求者の氏名及び住所」を「Ｃ 閲覧者の職名及

び氏名」に改め、同項目を次のように改める。

閲覧者の職名については、具体的には、例えば「△△課課長補佐」、「△

△課係長」などと記載させることが適当である。

第２－３－（１）－ア－(ｱ)中「Ａ 請求事由」を「Ｂ 請求事由」に改め、同項目の

第３段落として次のように加える。

ただし、当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求

事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるものにあっては、①法

令で定める事務の遂行のために必要である旨、②その根拠となる法令の名

称及び③請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由を明

らかにすることにより、請求事由を明らかにすることに代えることができ

る。

第２－３－（１）－ア－(ｱ)－Ｂの前に次の項目を加える。

Ａ 当該国又は地方公共団体の機関の名称

住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する国又は地方公共団体の機関

の名称を明らかにさせなければならない。具体的には、例えば、「総務省」

、「○○市長」などが該当する。

なお、国の機関には、国のすべての行政機関のほか、国会及び裁判所が

含まれ、地方公共団体の機関には、執行機関、附属機関のほか、議会も含

まれる。



第２－３－（１）－ア－(ｲ)を次のように改める。

(ｲ) 請求に際して明らかにさせなければならない事項を明らかにさせる手続（

法第11条第２項、住民票省令第１条第２項）

(ｱ)に掲げる事項は、公文書により明らかにさせなければならない。

また、(ｱ)に掲げる事項については、原則として請求に係る公文書の記載、

公印等により判断すれば足りるが、請求に係る公文書の記載等のみからでは

、記載されている事項等に疑わしい点がある場合など特に必要がある場合に

は、当該請求に係る国又は地方公共団体に電話で照会する等の方法により確

認することが適当である。

また、このような確認をした際には、その確認内容及び方法を、請求書の

余白に記載する等の方法により記録することが適当である。

第２－３－（１）－イに後段として次のように加える。

閲覧者が住民基本台帳の一部の写しを閲覧するに当たっては、国又は地方公

共団体の職員たる身分を示す証明書を提示しなければならない（住民票省令第

１条第３項）。

なお、本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補

足する等慎重に行うことが適当である。

また、職員証等の証明書に本人の顔写真が貼付されていない場合や、口頭で

の補足質問では不十分な場合など、窓口に来た者が申請の際に明らかにされた

閲覧者であるか疑わしい点があるなど、特に必要がある場合には、当該請求に

係る国又は地方公共団体に電話で照会する等の方法により確認することが適当

である。

第２－３－（１）－イの次に次のように加える。

ウ 公 表

市町村長は、毎年少なくとも１回、法第11条第１項の規定による請求に係る

住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜査等のための請求に係るものを除く

。）の状況について、次に掲げる事項を公表するものとする。公表の形式は、掲

示板や広報誌など、適宜の形式によることとして差し支えない。

(ｱ) 当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称

(ｲ) 請求事由の概要

(ｳ) 閲覧の年月日

(ｴ) 閲覧に係る住民の範囲

第２－３－（３）中「その閲覧の請求」の次に「又は申出」を加え、同項目を（４）

とし、項目（２）を項目（３）とし、項目（３）の前に次の項目を加える。

（２）個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧



ア 申出の受理

(ｱ) 申出に際して明らかにさせなければならない事項

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出をする個人又は法人に対し、次に

掲げる事項を明らかにさせなければならない（法第11条の２第２項及び住民

票省令第２条）。

なお、これらの事項は、事務の適正・迅速な処理に資するよう、定型的な

請求書様式を作成し、原則としてこれに記載させることとするのが適当であ

る。

Ａ 申出者の氏名及び住所（申出者が法人の場合にあっては、その名称、代

表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在地）

申出者の氏名（申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又

は管理人の氏名）については、申出の意思を明らかにさせるため、自署又

は押印を求めることが適当である。

Ｂ 閲覧事項の利用の目的

住民基本台帳の一部の写しの閲覧を申し出る理由を具体的に明らかにさ

せることとし、それが明確でない場合には、必要に応じ申出者に質問等を

し、その内容につき確認するものとする。

なお、確認をした際には、その確認内容及び方法を、申出書の余白に記

載する等の方法により記録することが適当である。

Ｃ 閲覧者の氏名及び住所

Ｄ 閲覧事項の管理の方法

閲覧事項の保管の方法や、当該事項の廃棄の方法・時期等を明らかにさ

せることが適当である。

Ｅ 申出者が法人の場合にあっては、当該法人の役職員又は構成員のうち閲

覧事項を取り扱う者の範囲

申出者が法人の場合にあっては、当該法人の役職員又は構成員のうち閲

覧事項を取り扱う者の範囲を明らかにさせる必要がある。具体的には、「○

○部」、「○○課」などの部署名を記載させることが適当であるが、具体の

個人名を列挙しても差し支えない。

Ｆ 法第11条の２第１項第１号に掲げる活動に係る申出の場合にあっては、

調査研究の成果の取扱い

調査研究の成果を公表するか否か、公表する場合にはその公表の方法等

を明らかにさせることが適当である。

Ｇ 申出に係る住民の範囲

(1)－ア－(ｱ)－Ｄに準じて取り扱う。



Ｈ 法第11条の２第１項各号に掲げる活動の責任者の氏名及び住所（申出者

が法人の場合にあっては、当該責任者の役職名及び氏名）

(1)－ア－(ｱ)－Ｅに準じて取り扱う。

Ｉ 法第11条の２第１項第１号に掲げる活動に係る申出の場合にあっては、

調査研究の実施体制

法第11条の２第１項第１号に掲げる調査研究に従事する者の所属する部

署、人数等を記載させることが適当である。

Ｊ 委託を受けて住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を行う場合にあっ

ては、委託者の氏名又は名称及び住所

(ｲ) 申出に際して明らかにさせなければならない事項を明らかにさせる手続（

法第11条の２第２項、住民票省令第２条第１項）

(ｱ)に掲げる事項は、文書により明らかにさせなければならない。また、(ｱ)

に掲げる事項を明らかにさせるため、市町村長が適当と認める書類を併せて

提出させることが適当である。なお、市町村長が適当と認める書類としては

、例えば、以下に掲げる書類が考えられる。

・法人登記、事業所概要

・大学の委員会又は学部長による証明書

・プライバシーマークが付与されていることを示す書類

・閲覧事項を、申出の際に明らかにした利用の目的以外に利用しないこと

等を規定した誓約書

イ 閲 覧

市町村長は、閲覧に供するため、（１）－イに記載するとおり、住民基本台帳

の一部の写しを作成するとともに、その内容に変更があったときにおけるその

改製又は修正の手続、時期等を定めなければならない（令第14条）。

閲覧者に住民基本台帳の一部の写しを閲覧させるに当たっては、次に掲げる

いずれかの書類を提示させなければならない（住民票省令第２条第３項）。

(ｱ) 住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証

、許可証若しくは資格証明書等（本人の写真が貼付されたものに限る。）であ

って、閲覧者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類

官公署が発行し、本人の写真が貼付された請求者が本人であることを確認

するための書類は、例示した書類のほか、海技免状、電気工事士免状、無線

従事者免許証、動力車操縦者免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃

・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従

事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資

格認定証、検定合格証、身体障害者手帳及び官公署（独立行政法人及び特殊



法人を含む。）がその職員に対して発行した身分証明書が考えられる。

(ｲ) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便その他市町村長が適当と認

める方法により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村長

が適当と認める書類

市町村長が適当と認める書類とは、(ｱ)の書類が更新中の場合に交付される

仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳、生活保

護受給者証、健康保険の被保険者証、各種年金証明書等が考えられる。

なお、本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って

補足する等慎重に行うことが適当である。

ウ 閲覧事項取扱者

申出者が個人である場合は、通常、申出者及び閲覧者のみが閲覧事項を取り

扱うことができる。しかし、これらの者以外に、特に閲覧事項の取扱いをさせ

る必要がある場合に、申出者に個人閲覧事項取扱者を指定させることができる

。個人閲覧事項取扱者の指定の申出があった場合には、指定を受けようとする

者の氏名及び住所の申出をさせる必要がある。当該申出を受けた市町村長にお

いては、申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせることが必要である旨

の申出に相当な理由があると認める場合には、当該申出を承認することとする

（法第11条の２第３項、第４項）。

申出者が法人である場合においては、申出時に法人の役職員又は構成員のう

ち閲覧事項を取り扱う者の範囲を明らかにすることとされているが、当該法人

はこの範囲に属する者の中から、閲覧事項を取り扱うものを指定することとさ

れており、それ以外の者には、閲覧事項を取り扱わせてはならない（法第11条

の２第５項）。

エ 申出者の適正管理義務等

申出者に対しては、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者に

よる閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適切な管理のために必要な措

置を講ずる義務が課されており、申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法

人閲覧事項取扱者に対しては、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を

利用目的以外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者

、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供してはならない

とされている（法第11条の２第６項、第７項）。

オ 市町村長による勧告

偽りその他不正の手段による閲覧（申出者が閲覧者に偽りその他不正の手段

により閲覧をさせた場合を含む。）、目的外利用・第三者提供の禁止に対する違

反があった場合、法第51条の規定により過料が科されるものであるが、その状



態が放置されたり、又は、その違法行為に引き続いて、さらに違法行為が行わ

れるおそれがあるなど、個人の権利利益を保護するため必要があると認めると

きには、市町村長は当該違反行為をした者に対し、閲覧事項が利用目的以外の

目的で、利用又は提供されないようにするための措置を講ずることを勧告する

ことができる（法第11条の２第８項）。

なお、勧告の対象者には、当該偽りの閲覧をした者や違反行為をした者のほ

か申出者も含まれている。

カ 勧告に係る措置を講じない者に対する命令

オの市町村長による勧告を受けた申出者又は違反行為をした者が正当な理由

なく、その勧告に係る措置を講じなかった場合であって、個人の権利利益が不

当に侵害されるおそれがあると認めるときは、市町村長はその者に対し、当該

勧告に係る措置を講ずることを命ずることができる（法第11条の２第９項）。

なお、この命令に違反した場合には、６月以下の懲役又は30万円以下の罰金

に処せられることとされている（法第46条）。

キ 市町村長による命令

例えば勧告を経る時間的余裕がない場合など、個人の権利利益が不当に侵害

されることを防止するため特に措置を講ずる必要があると認めるときには、勧

告を経ることなく、申出者や違反行為をした者に対して直ちに命令を発するこ

とができる（法第11条の２第10項）。

なお、この命令に違反した場合には、６月以下の懲役又は30万円以下の罰金

に処せられることとされている（法第46条）。

ク 報告徴収

市町村長は、閲覧事項の適切な管理がなされていないおそれがあるとき、目

的外利用、第三者提供がなされているおそれがあるとき、勧告を行う前におい

て現状を確認するとき、勧告に従ったかどうかを確認する必要があるとき、命

令を行う前において現状を確認する必要があるときなどにおいては、申出者に

対し、必要な報告を求めることができる（法第11条の２第11項）。

なお、この報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合には、30万円以下の

罰金に処せられることとされている（法第47条）。

ケ 公 表

市町村長は、毎年少なくとも１回、法第11条の２第１項の規定による申出に

係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同項第３号に掲げる活動に係るものを

除く。）の状況について、次に掲げる事項を公表するものとする（法第11条の２

第12項、住民票省令第３条）。公表の形式は、掲示板や広報誌など、適宜の形式

によることとして差し支えない。



(ｱ) 申出者の氏名（申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は

管理人の氏名）

(ｲ) 利用目的の概要

(ｳ) 閲覧の年月日

(ｴ) 閲覧に係る住民の範囲

第２－３－（３）－①－ア－(ｱ)－Ａの項目を次のように改める。

住民票の写し等の交付を請求する理由を具体的に明らかにさせることと

し、それが明確でない場合には、必要に応じ請求者に質問等をし、その内

容につき確認するものとする。

なお、確認をした際には、その確認内容及び方法を、請求書の余白に記

載する等の方法により記録することが適当である。

第２－３－（３）－①－ア－(ｱ)－Ｂの項目を次のように改める。

請求者の氏名については、請求の意思を明らかにさせるため、自署又は

押印を求めることが適当である

第２－３－（３）－①－ア－(ｲ)の項目を次のように改める。

(ｲ) 請求事由等を明らかにさせることを要しない場合

Ａ 次に掲げる場合には、当該請求者に請求事由等を明らかにさせることを

要しない。ただし、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法

律（平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。）第１条第２

項に規定する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受

けるおそれがあるものに係る請求である場合等市町村長が法第12条第５項

の規定に基づき請求を拒むかどうかを判断するために特に必要があると認

める場合は、請求事由等を明らかにさせること（法第12条第３項及び住民

票省令第３条）。

(A) 住民票に記載されている者又はその者と同一の世帯に属する者が(ｱ)－

Ｂ及びＣに掲げる事項を明らかにして請求する場合

(B) 国又は地方公共団体の職員がその職名、職務上の請求である旨並びに

(ｱ)－Ｂ及びＣに掲げる事項を明らかにして請求する場合

(C) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理

士、海事代理士又は行政書士がその資格、職務上の請求である旨並びに(ｱ)

－Ｂ及びＣに掲げる事項を明らかにして請求する場合

(D) 市町村長（指定都市にあっては区長）が相当と認める場合

Ｂ Ａ－(A)、(B)及び(C)に掲げる者の職名、資格等については、請求書等に

おいて「本人」、「本人と同一の世帯に属する者」、「○○市△△課長」、「弁

護士」等具体的に明らかにさせる必要がある。また、これらの字句をあら



かじめ請求書に印刷しておき、該当するものを○で囲む方法でも差し支え

ない。

さらに、これらの者の職名、資格等については、原則として請求書の記

載、押印等により判断すれば足りるが、請求書の記載等から請求者の資格

等に疑わしい点がある場合など特に必要がある場合には、身分証明書の提

示を求め、又はＡ－(B)若しくは(C)に掲げる者の所属する官公署若しくは

団体に電話で照会する等の方法により確認することが適当である。

また、このような確認をした際には、その確認内容及び方法を、請求書

の余白に記載する等の方法により記録することが適当である。

なお、国又は地方公共団体の職員が請求に際してその職名を明らかにす

ることがその職務に支障を及ぼす場合においては、職名を明らかにさせる

ことに代えて、身分証明書等その身分を明らかにする書類を提示させるこ

とで足りるものである。

Ｃ Ａ－(B)及び(C)の「職務上の請求である旨」とは、当該請求が職務上の

請求であることを明らかにさせれば足りるものである。

Ｄ 国又は地方公共団体の職員が請求に際して明らかにする住所は、当該職

員が所属する官公署の所在地で足りるものである。

Ｅ 日本放送協会、日本下水道事業団等の特殊法人等の役員又は職員が、そ

の職務上、請求事由等を明らかにして請求する場合においては、これらの

法人が特別の法律によって設置されたものでありその業務が高い公共性を

有することに鑑み、当該特殊法人等の業務に支障を及ぼすことのないよう

な対応を行う必要がある。

第６－１０各項目列記以外の部分中「第１１条第３項」を「第１１条の２第１項」に

改める。

第６－１０－イ－(ｱ)中「、警察の意見を聴き、」を「、警察、配偶者暴力相談支援セ

ンター等の意見を聴取し、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストー

カー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより」に改め、「、警察の意

見を聴く」を「、上記」に改める。

第６－１０－イ－(ｲ)中「請求」を「申出」に改め、「警察の意見を聴く等の方法によ

り、確認する」を「(ｱ)と同様の確認を行う」に改める。

第６－１０－コ－(ｱ)の標題中「請求」を「の申出」に改める。

第６－１０－コ－(ｱ)－Ａ－(A)を次のように改める。

(A) 加害者が判明しており、加害者から申出がなされる場合（閲覧者、閲

覧事項取扱者の中に、加害者が含まれている場合を含む。）

法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないとして申出を拒否す



る。

第６－１０－コ－(ｱ)－Ａ－(B)を次のように改める。

(B) 支援対象者本人から申出がなされた場合

支援対象者本人からの閲覧の申出については、対象となる住民が氏名

等により特定されているものであるため、閲覧制度ではなく、住民票の

写しの交付制度により対応することが適当である。

第６－１０－コ－(ｱ)－Ａ－(C)を次のように改める。

(C) その他の第三者から申出がなされた場合

加害者が第三者になりすまして行う申出に対し閲覧させることがない

よう、十分留意して厳格に本人確認を行うことが適当である。

また、加害者の依頼を受けた第三者からの閲覧に対し閲覧させること

がないよう、利用の目的等について十分留意して厳格な審査を行うこと

が適当である。

なお、加害者が国又は地方公共団体の機関の職員になりすまして閲覧

を請求することも考えられるため、法第11条に基づく請求であっても、

閲覧者については、十分留意して厳格に本人確認を行うことが適当であ

る。

第６－１０－コ－(ｱ)－Ｂ前段中「請求」を「申出」に改め、同項目後段中「職員によ

る職務上の請求」を「機関による請求」に改め、「特別の請求」を「特別の申出」に改め

る。

第６－１０－コの次に次の項目を加える。

サ 関係部局との連携

イ又はオにおいて支援の必要性があることを確認した市町村長は支援対象者

が記載されている選挙人名簿の抄本の閲覧についてもコの支援措置と同様の措

置が円滑に講じられるよう、選挙管理委員会と連携を取ることが適当である（「

選挙人名簿の抄本の閲覧に関する留意事項について」平成17年３月25日総行選

第７号総務省自治行政局選挙部選挙課長通知）。同様の趣旨から、当該市町村内

の関係部局に、必要な情報を提供することとしても差し支えない。

第２ 実施期日

この通知は、平成１８年１１月１日から実施する。
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住民基本台帳事務処理要領の一部改正（新旧対照条文）

（傍線の部分は改正部分）

旧 新

住民基本台帳事務処理要領 【目 次】 住民基本台帳事務処理要領 【目 次】

第１ 総説 第１ 総説

１ （略） １ （略）

２ 定 義 ２ 定 義

３～５ （略） ３～５ （略）

第２ 住民基本台帳 第２ 住民基本台帳

１、２ （略） １、２ （略）

３ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付 ３ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 (1) 国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写

しの閲覧

(2) 個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧

(2) 住民票の写し等の交付 (3) 住民票の写し等の交付

(3) 消除した住民票の閲覧及び写し等の交付 (4) 消除した住民票の閲覧及び写し等の交付

４ （略） ４ （略）

第３～第５ （略） 第３～第５ （略）

第６ その他 第６ その他

１～９ （略） １～９ （略）

10 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに 10 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに

戸籍の附票の交付におけるドメスティック・バイオレンス及びストー 戸籍の附票の交付におけるドメスティック・バイオレンス及びストー

カー行為等の被害者の保護のための措置 カー行為等の被害者の保護のための措置

第７ （略） 第７ （略）

第１ 総説 第１ 総説

１ （略） １ （略）

２ 定 義 ２ 定 義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 ところによる。

(1) 法 住民基本台帳法をいう。 (1) 法 住民基本台帳法をいう。

(2) 令 住民基本台帳法施行令をいう。 (2) 令 住民基本台帳法施行令をいう。

(3) 規 則 住民基本台帳法施行規則（平成11年自治省令第35 (3) 規 則 住民基本台帳法施行規則（平成11年自治省令第35



- 2 -

号）をいう。 号）をいう。

(4) 住民票省令 住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付に (4) 住民票省令 住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付に

関する省令をいう。 関する省令をいう。

(5) 戸籍の附票省令 戸籍の附票の写しの交付に関する省令をいう。 (5) 戸籍の附票省令 戸籍の附票の写しの交付に関する省令をいう。

(6) 公益性告示 住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益

性の判断に関する基準（平成18年総務省告示第４

９５号）をいう。

(6) 個 人 票 個人を単位として調製された住民票をいう。 (7) 個 人 票 個人を単位として調製された住民票をいう。

(7) 世 帯 票 世帯を単位として調製された住民票をいう。 (8) 世 帯 票 世帯を単位として調製された住民票をいう。

(8) 転 入 届 法第22条の規定による届出をいう。 (9) 転 入 届 法第22条の規定による届出をいう。

(9) 転 居 届 法第23条の規定による届出をいう。 (10) 転 居 届 法第23条の規定による届出をいう。

(10) 転 出 届 法第24条の規定による届出をいう。 (11) 転 出 届 法第24条の規定による届出をいう。

(11) 世帯変更届 法第25条の規定による届出をいう。 (12) 世帯変更届 法第25条の規定による届出をいう。

(12) 本人確認情報 法第30条の５第１項に規定する本人確認情報をい (13) 本人確認情報 法第30条の５第１項に規定する本人確認情報をい

う。 う。

(13) 転出確定通知 令第13条第３項の規定による通知をいう。 (14) 転出確定通知 令第13条第３項の規定による通知をいう。

(14) 転出証明書 令第23条第１項に規定する転出証明書をいう。 (15) 転出証明書 令第23条第１項に規定する転出証明書をいう。

(15) 住民基本台帳カード 法第30条の44第１項に規定する住民基本台帳 (16) 住民基本台帳カード 法第30条の44第１項に規定する住民基本台帳

カードをいう。 カードをいう。

３～５ （略） ３～５ （略）

第２ 住民基本台帳 第２ 住民基本台帳

１、２ （略） １、２ （略）

３ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付 ３ 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付

住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、何人でも市町村長に対してこ 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必

れを請求することができるが（法第11条第１項）、市町村長は、住民 要である場合には、当該国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由

基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用 （犯罪捜査等のための請求にあっては、法令で定める事務の遂行のた

されるおそれがあることその他の当該請求を拒むに足りる相当な理由 めに必要である旨及びその根拠となる法令の名称）、住民基本台帳の

があると認めるときには、その請求を拒むことができる（法第11条第 一部の写しを閲覧する者の職名及び氏名等を明らかにしたうえで、国

３項）。 又は地方公共団体の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定する

ものに閲覧させることを請求することができる（法第11条第１項、第

２項）。

また、①統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、

総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実

施、②公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち
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、公益性が高いと認められるものの実施及び③営利以外の目的で行う

居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係

の確認として市町村長が定めるものの実施のために住民基本台帳の一

部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申

出を相当と認めるときは、市町村長は、当該申出者が指定する者等に

、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧

させることができる（法第11条の２第１項）。

これらのうち、①については、公益性告示において、次に掲げる基

準が定められており、これに照らして、公益性が高いと認められるか

否かを判断すること。

・ 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあ

っては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果

が社会に還元されること

・ 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれら

に属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあっては、そ

の調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されること

によりその成果が社会に還元されること

・ その他、上記以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的

調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表される

ことにより国又は地方公共団体における施策の企画・立案や他の機

関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果

が社会に還元されると認められる特段の事情があること

住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に 住民基本台帳に記録されている者は、自己又は自己と同一の世帯に

属する者に係る住民票の写し（法第６条第３項の規定により磁気ディ 属する者に係る住民票の写し（法第６条第３項の規定により磁気ディ

スクをもって住民票を調製している市町村にあっては、当該住民票に スクをもって住民票を調製している市町村にあっては、当該住民票に

記録されている事項を記載した書類。以下同じ。）及び住民票に記載 記録されている事項を記載した書類。以下同じ。）及び住民票に記載

をした事項に関する証明書（以下「住民票記載事項証明書」という。 をした事項に関する証明書（以下「住民票記載事項証明書」という。

）の交付を、何人でも、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の ）の交付を、何人でも、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の

者に係る住民票コードの記載を省略した住民票の写し及び住民票コー 者に係る住民票コードの記載を省略した住民票の写し及び住民票コー

ドに関する事項を除いた住民票記載事項証明書の交付を、市町村長に ドに関する事項を除いた住民票記載事項証明書の交付を、市町村長に

対して請求することができるが（法第12条第１項及び第２項）、住民 対して請求することができるが（法第12条第１項及び第２項）、住民

票の写し又は住民票記載事項証明書（以下「住民票の写し等」という 票の写し又は住民票記載事項証明書（以下「住民票の写し等」という

。）の交付について、当該請求が不当な目的によることが明らかなと 。）の交付について、当該請求が不当な目的によることが明らかなと

きには、それぞれその請求を拒むことができる（法第12条第５項）。 きには、それぞれその請求を拒むことができる（法第12条第５項）。

また、住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長以外の また、住民基本台帳に記録されている者は、住所地市町村長以外の
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市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票 市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票

の写しで戸籍の表示、個別事項及び任意事項の記載を省略したものの の写しで戸籍の表示、個別事項及び任意事項の記載を省略したものの

交付を請求することができるが（法第12条の２第１項）、交付地市町 交付を請求することができるが（法第12条の２第１項）、交付地市町

村長は、当該請求が不当な目的によることが明らかなときには、その 村長は、当該請求が不当な目的によることが明らかなときには、その

請求を拒むことができる（法第12条の２第６項で準用する第12条第５ 請求を拒むことができる（法第12条の２第６項で準用する第12条第５

項）。 項）。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 (1) 国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写

しの閲覧

ア 請求の受理 ア 請求の受理

(ｱ) 請求に際して明らかにさせなければならない事項 (ｱ) 請求に際して明らかにさせなければならない事項

住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する者に対し、次に 住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する国又は地方公共

掲げる事項を明らかにさせなければならない（法第11条第２項 団体の機関に対し、次に掲げる事項を明らかにさせなければな

及び住民票省令第１条）。 らない（法第11条第２項及び住民票省令第１条）。

なお、これらの事項は、事務の適正・迅速な処理に資するよ なお、これらの事項は、事務の適正・迅速な処理に資するよ

う、定型的な請求書様式を作成し、原則としてこれに記載させ う、定型的な請求書様式を作成し、国又は地方公共団体の機関

ることとするのが適当である。 から求められた場合には、様式例として提示できるようにして

おくことが望ましい。

Ａ 当該国又は地方公共団体の機関の名称

住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する国又は地方公

共団体の機関の名称を明らかにさせなければならない。具体

的には、例えば、「総務省」、「○○市長」などが該当する

。

なお、国の機関には、国のすべての行政機関のほか、国会

及び裁判所が含まれ、地方公共団体の機関には、執行機関、

附属機関のほか、議会も含まれる。

Ａ 請求事由 Ｂ 請求事由

住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する理由を具体的 住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求する理由を具体的

に明らかにさせることとし、それが明確でない場合には、必 に明らかにさせることとし、それが明確でない場合には、必

要に応じ請求者に質問等をし、その内容につき確認するもの 要に応じ請求者に質問等をし、その内容につき確認するもの

とする。 とする。

なお、確認をした際には、その確認内容及び方法を、請求 なお、確認をした際には、その確認内容及び方法を、請求

書の余白に記載する等の方法により記録することが適当であ 書の余白に記載する等の方法により記録することが適当であ

る。 る。

ただし、当該請求が犯罪捜査に関するものその他特別の事

情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難で
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あるものにあっては、①法令で定める事務の遂行のために必

要である旨、②その根拠となる法令の名称及び③請求事由を

明らかにすることが事務の性質上困難である理由を明らかに

することにより、請求事由を明らかにすることに代えること

ができる。

Ｂ 請求者の氏名及び住所 Ｃ 閲覧者の職名及び氏名

請求者の氏名については、請求の意思を明らかにさせるた 閲覧者の職名については、具体的には、例えば「△△課課

め、自署又は押印を求めることが適当である。 長補佐」、「△△課係長」などと記載させることが適当であ

る。

Ｃ 請求に係る住民の範囲 Ｄ 請求に係る住民の範囲

閲覧を請求する住民の範囲は、町・字の区域等により可能 閲覧を請求する住民の範囲は、町・字の区域等により可能

な限り限定させることが適当である。 な限り限定させることが適当である。

Ｅ 法令で定める事務の責任者の職名及び氏名

法令で定める事務の責任者とは、住民基本台帳の一部の写

しを閲覧することが必要となる事務を所掌する国又は地方公

共団体の内部におかれる組織の長が該当し、具体的には「○

○市△△課長」と記載させることが適当である。

(ｲ) 請求事由等を明らかにさせることを要しない場合 (ｲ) 請求に際して明らかにさせなければならない事項を明らかに

Ａ 次に掲げる場合には、当該請求者に請求事由等を明らかに させる手続（法第11条第２項、住民票省令第１条第２項）

させることを要しない。ただし、配偶者からの暴力の防止及 (ｱ)に掲げる事項は、公文書により明らかにさせなければなら

び被害者の保護に関する法律（平成13年法律第31号。以下「 ない。

配偶者暴力防止法」という。）第１条第２項に規定する被害 また、(ｱ)に掲げる事項については、原則として請求に係る公

者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受ける 文書の記載、公印等により判断すれば足りるが、請求に係る公

おそれがあるものに係る請求である場合等市町村長が法第11 文書の記載等のみからでは、記載されている事項等に疑わしい

条第３項の規定に基づき請求を拒むかどうかを判断するため 点がある場合など特に必要がある場合には、当該請求に係る国

に特に必要と認める場合は、請求事由等を明らかにさせるこ 又は地方公共団体に電話で照会する等の方法により確認するこ

と（法第11条第２項及び住民票省令第３条）。 とが適当である。

(A) 住民票に記載されている者又はその者と同一の世帯に属 また、このような確認をした際には、その確認内容及び方法

する者が(ｱ)のＢ及びＣに掲げる事項を明らかにして請求す を、請求書の余白に記載する等の方法により記録することが適

る場合 当である。

(B) 国又は地方公共団体の職員がその職名、職務上の請求で

ある旨並びに(ｱ)のＢ及びＣに掲げる事項を明らかにして請

求する場合

(C) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険

労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士がその資格、職
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務上の請求である旨並びに(ｱ)のＢ及びＣに掲げる事項を明

らかにして請求する場合

(D) 市町村長（指定都市にあっては区長）が相当と認める場

合

Ｂ Ａの(A)、(B)及び(C)に掲げる者の職名、資格等については

、請求書等において「本人」、「本人と同一の世帯に属する

者」、「○○市△△課長」、「弁護士」等具体的に明らかに

させる必要がある。また、これらの字句をあらかじめ請求書

に印刷しておき、該当するものを○で囲む方法でも差し支え

ない。

さらに、これらの者の職名、資格等については、原則とし

て請求書の記載、押印等により判断すれば足りるが、請求書

の記載等から請求者の資格等に疑わしい点がある場合など特

に必要がある場合には、身分証明書の提示を求め、又はＡの(

B)若しくは(C)に掲げる者の所属する官公署若しくは団体に電

話で照会する等の方法により確認することが適当である。

また、このような確認をした際には、その確認内容及び方

法を、請求書の余白に記載する等の方法により記録すること

が適当である。

なお、国又は地方公共団体の職員が請求に際してその職名

を明らかにすることがその職務に支障を及ぼす場合において

は、職名を明らかにさせることに代えて、身分証明書等その

身分を明らかにする書類を提示させることで足りるものであ

る。

Ｃ Ａの(B)及び(C)の「職務上の請求である旨」とは、請求書

の請求事由欄に「職務上」と記載させる等、当該請求が職務

上の請求であることを明らかにさせれば足りるものである。

Ｄ 国又は地方公共団体の職員が請求に際して明らかにする住

所は、当該職員が所属する官公署の所在地で足りるものであ

る。

Ｅ 日本下水道事業団、日本放送協会等の特殊法人の役員又は

職員が、その職務上、請求事由等を明らかにして請求する場

合においては、これらの法人が特別の法律によって設置され

たものでありその業務が高い公共性を有することに鑑み、当

該特殊法人の業務に支障を及ぼすことのないような対応を行
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う必要がある。

イ 閲 覧 イ 閲 覧

市町村長は、閲覧に供するため、住民基本台帳のうち氏名、出 市町村長は、閲覧に供するため、住民基本台帳のうち氏名、出

生の年月日、男女の別、住所に係る部分の写し（法第６条第３項 生の年月日、男女の別、住所に係る部分の写し（法第６条第３項

の規定により磁気ディスクをもって住民票を調製することにより の規定により磁気ディスクをもって住民票を調製することにより

住民基本台帳を作成している市町村長にあっては、当該住民基本 住民基本台帳を作成している市町村長にあっては、当該住民基本

台帳に記録されている事項のうち氏名、出生の年月日、男女の別 台帳に記録されている事項のうち氏名、出生の年月日、男女の別

、住所を記載した書類）を作成するとともに、その内容に変更が 、住所を記載した書類）を作成するとともに、その内容に変更が

あったときにおけるその改製又は修正の手続、時期等を定めなけ あったときにおけるその改製又は修正の手続、時期等を定めなけ

ればならない（令第14条）。 ればならない（令第14条）。

閲覧者が住民基本台帳の一部の写しを閲覧するに当たっては、

国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示しなけれ

ばならない（住民票省令第１条第３項）。

なお、本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質

問を行って補足する等慎重に行うことが適当である。

また、職員証等の証明書に本人の顔写真が貼付されていない場

合や、口頭での補足質問では不十分な場合など、窓口に来た者が

申請の際に明らかにされた閲覧者であるか疑わしい点があるなど

、特に必要がある場合には、当該請求に係る国又は地方公共団体

に電話で照会する等の方法により確認することが適当である。

ウ 公 表

市町村長は、毎年少なくとも１回、法第11条第１項の規定によ

る請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜査等のた

めの請求に係るものを除く。）の状況について、次に掲げる事項

を公表するものとする。公表の形式は、掲示板や広報誌など、適

宜の形式によることとして差し支えない。

(ｱ) 当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称

(ｲ) 請求事由の概要

(ｳ) 閲覧の年月日

(ｴ) 閲覧に係る住民の範囲

(2) 個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧

ア 申出の受理

(ｱ) 申出に際して明らかにさせなければならない事項

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出をする個人又は法人
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に対し、次に掲げる事項を明らかにさせなければならない（法

第11条の２第２項及び住民票省令第２条）。

なお、これらの事項は、事務の適正・迅速な処理に資するよ

う、定型的な請求書様式を作成し、原則としてこれに記載させ

ることとするのが適当である。

Ａ 申出者の氏名及び住所（申出者が法人の場合にあっては、

その名称、代表者又は管理人の氏名及び主たる事務所の所在

地）

申出者の氏名（申出者が法人の場合にあっては、その名称

及び代表者又は管理人の氏名）については、申出の意思を明

らかにさせるため、自署又は押印を求めることが適当である

。

Ｂ 閲覧事項の利用の目的

住民基本台帳の一部の写しの閲覧を申し出る理由を具体的

に明らかにさせることとし、それが明確でない場合には、必

要に応じ申出者に質問等をし、その内容につき確認するもの

とする。

なお、確認をした際には、その確認内容及び方法を、申出

書の余白に記載する等の方法により記録することが適当であ

る。

Ｃ 閲覧者の氏名及び住所

Ｄ 閲覧事項の管理の方法

閲覧事項の保管の方法や、当該事項の廃棄の方法・時期等

を明らかにさせることが適当である。

Ｅ 申出者が法人の場合にあっては、当該法人の役職員又は構

成員のうち閲覧事項を取り扱う者の範囲

申出者が法人の場合にあっては、当該法人の役職員又は構

成員のうち閲覧事項を取り扱う者の範囲を明らかにさせる必

要がある。具体的には、「○○部」、「○○課」などの部署

名を記載させることが適当であるが、具体の個人名を列挙し

ても差し支えない。

Ｆ 法第11条の２第１項第１号に掲げる活動に係る申出の場合

にあっては、調査研究の成果の取扱い

調査研究の成果を公表するか否か、公表する場合にはその

公表の方法等を明らかにさせることが適当である。
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Ｇ 申出に係る住民の範囲

(1)－ア－(ｱ)－Ｄに準じて取り扱う。

Ｈ 法第11条の２第１項各号に掲げる活動の責任者の氏名及び

住所（申出者が法人の場合にあっては、当該責任者の役職名

及び氏名）

(1)－ア－(ｱ)－Ｅに準じて取り扱う。

Ｉ 法第11条の２第１項第１号に掲げる活動に係る申出の場合

にあっては、調査研究の実施体制

法第11条の２第１項第１号に掲げる調査研究に従事する者

の所属する部署、人数等を記載させることが適当である。

Ｊ 委託を受けて住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を行

う場合にあっては、委託者の氏名又は名称及び住所

(ｲ) 申出に際して明らかにさせなければならない事項を明らかに

させる手続（法第11条の２第２項、住民票省令第２条第１項

）

(ｱ)に掲げる事項は、文書により明らかにさせなければならな

い。また、(ｱ)に掲げる事項を明らかにさせるため、市町村長が

適当と認める書類を併せて提出させることが適当である。なお

、市町村長が適当と認める書類としては、例えば、以下に掲げ

る書類が考えられる。

・法人登記、事業所概要

・大学の委員会又は学部長による証明書

・プライバシーマークが付与されていることを示す書類

・閲覧事項を、申出の際に明らかにした利用の目的以外に利

用しないこと等を規定した誓約書

イ 閲 覧

市町村長は、閲覧に供するため、（１）－イに記載するとおり

、住民基本台帳の一部の写しを作成するとともに、その内容に変

更があったときにおけるその改製又は修正の手続、時期等を定め

なければならない（令第14条）。

閲覧者に住民基本台帳の一部の写しを閲覧させるに当たっては

、次に掲げるいずれかの書類を提示させなければならない（住民

票省令第２条第３項）。

(ｱ) 住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発

行した免許証、許可証若しくは資格証明書等（本人の写真が貼
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付されたものに限る。）であって、閲覧者が本人であることを

確認するため市町村長が適当と認める書類

官公署が発行し、本人の写真が貼付された請求者が本人であ

ることを確認するための書類は、例示した書類のほか、海技免

状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者免許証

、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、

特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能

証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教

習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳及び官公署（独立

行政法人及び特殊法人を含む。）がその職員に対して発行した

身分証明書が考えられる。

(ｲ) 閲覧者が本人であることを確認するため、郵便その他市町村

長が適当と認める方法により当該閲覧者に対して文書で照会し

たその回答書及び市町村長が適当と認める書類

市町村長が適当と認める書類とは、(ｱ)の書類が更新中の場合

に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する療

育手帳、敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証

、各種年金証明書等が考えられる。

なお、本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で

質問を行って補足する等慎重に行うことが適当である。

ウ 閲覧事項取扱者

申出者が個人である場合は、通常、申出者及び閲覧者のみが閲

覧事項を取り扱うことができる。しかし、これらの者以外に、特

に閲覧事項の取扱いをさせる必要がある場合に、申出者に個人閲

覧事項取扱者を指定させることができる。個人閲覧事項取扱者の

指定の申出があった場合には、指定を受けようとする者の氏名及

び住所の申出をさせる必要がある。当該申出を受けた市町村長に

おいては、申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせること

が必要である旨の申出に相当な理由があると認める場合には、当

該申出を承認することとする（法第11条の２第３項、第４項）。

申出者が法人である場合においては、申出時に法人の役職員又

は構成員のうち閲覧事項を取り扱う者の範囲を明らかにすること

とされているが、当該法人はこの範囲に属する者の中から、閲覧

事項を取り扱うものを指定することとされており、それ以外の者

には、閲覧事項を取り扱わせてはならない（法第11条の２第５項
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）。

エ 申出者の適正管理義務等

申出者に対しては、閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧

事項取扱者による閲覧事項の漏えいの防止その他の閲覧事項の適

切な管理のために必要な措置を講ずる義務が課されており、申出

者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者に対し

ては、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以

外の目的のために利用し、又は当該閲覧事項に係る申出者、閲覧

者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供

してはならないとされている（法第11条の２第６項、第７項）。

オ 市町村長による勧告

偽りその他不正の手段による閲覧（申出者が閲覧者に偽りその

他不正の手段により閲覧をさせた場合を含む。）、目的外利用・

第三者提供の禁止に対する違反があった場合、法第51条の規定に

より過料が科されるものであるが、その状態が放置されたり、又

は、その違法行為に引き続いて、さらに違法行為が行われるおそ

れがあるなど、個人の権利利益を保護するため必要があると認め

るときには、市町村長は当該違反行為をした者に対し、閲覧事項

が利用目的以外の目的で、利用又は提供されないようにするため

の措置を講ずることを勧告することができる（法第11条の２第８

項）。

なお、勧告の対象者には、当該偽りの閲覧をした者や違反行為

をした者のほか申出者も含まれている。

カ 勧告に係る措置を講じない者に対する命令

オの市町村長による勧告を受けた申出者又は違反行為をした者

が正当な理由なく、その勧告に係る措置を講じなかった場合であ

って、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあると認める

ときは、市町村長はその者に対し、当該勧告に係る措置を講ずる

ことを命ずることができる（法第11条の２第９項）。

なお、この命令に違反した場合には、６月以下の懲役又は30万

円以下の罰金に処せられることとされている（法第46条）。

キ 市町村長による命令

例えば勧告を経る時間的余裕がない場合など、個人の権利利益

が不当に侵害されることを防止するため特に措置を講ずる必要が

あると認めるときには、勧告を経ることなく、申出者や違反行為
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をした者に対して直ちに命令を発することができる（法第11条の

２第10項）。

なお、この命令に違反した場合には、６月以下の懲役又は30万

円以下の罰金に処せられることとされている（法第46条）。

ク 報告徴収

市町村長は、閲覧事項の適切な管理がなされていないおそれが

あるとき、目的外利用、第三者提供がなされているおそれがある

とき、勧告を行う前において現状を確認するとき、勧告に従った

かどうかを確認する必要があるとき、命令を行う前において現状

を確認する必要があるときなどにおいては、申出者に対し、必要

な報告を求めることができる（法第11条の２第11項）。

なお、この報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合には、3

0万円以下の罰金に処せられることとされている（法第47条）。

ケ 公 表

市町村長は、毎年少なくとも１回、法第11条の２第１項の規定

による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同項第３号

に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について、次に掲げる

事項を公表するものとする（法第11条の２第12項、住民票省令第

３条）。公表の形式は、掲示板や広報誌など、適宜の形式による

こととして差し支えない。

(ｱ) 申出者の氏名（申出者が法人の場合にあっては、その名称及

び代表者又は管理人の氏名）

(ｲ) 利用目的の概要

(ｳ) 閲覧の年月日

(ｴ) 閲覧に係る住民の範囲

(2) 住民票の写し等の交付 (3) 住民票の写し等の交付

住民票の写し等の交付を請求する者に対し、請求事由、請求者の 住民票の写し等の交付を請求する者に対し、請求事由、請求者の

氏名及び住所並びに請求に係る住民の氏名及び住所を明らかにさせ 氏名及び住所並びに請求に係る住民の氏名及び住所を明らかにさせ

なければならない（法第12条第３項（法第12条の２第６項で準用す なければならない（法第12条第３項（法第12条の２第６項で準用す

る場合を含む。）及び住民票省令第２条）。これらの事項は、住民 る場合を含む。）及び住民票省令第２条）。これらの事項は、住民

基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の場合と同様に、定型的な請求 基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の場合と同様に、定型的な請求

書様式を作成し、原則としてこれに記載させることとするか、又は 書様式を作成し、原則としてこれに記載させることとするか、又は

請求者識別カードの使用により端末機に入力させることとするのが 請求者識別カードの使用により端末機に入力させることとするのが

適当である。 適当である。
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① 請求書による請求の場合（ただし、②及び④に係るものを除く ① 請求書による請求の場合（ただし、②及び④に係るものを除く

。） 。）

ア 請求の受理 ア 請求の受理

(ｱ) 次に掲げる事項を請求書において明らかにさせる。 (ｱ) 次に掲げる事項を請求書において明らかにさせる。

Ａ 請求事由 Ａ 請求事由

請求事由については、(1)－ア－(ｱ)－Ａに準じて取り扱 住民票の写し等の交付を請求する理由を具体的に明らか

う。 にさせることとし、それが明確でない場合には、必要に応

じ請求者に質問等をし、その内容につき確認するものとす

る。

なお、確認をした際には、その確認内容及び方法を、請

求書の余白に記載する等の方法により記録することが適当

である。

Ｂ 請求者の氏名及び住所 Ｂ 請求者の氏名及び住所

請求者の自署又は押印については、(1)－ア－(ｱ)－Ｂに 請求者の氏名については、請求の意思を明らかにさせる

準じて取り扱う。 ため、自署又は押印を求めることが適当である。

Ｃ 請求に係る住民の氏名及び住所 Ｃ 請求に係る住民の氏名及び住所

氏名及び住所のほか、索引の便に供するため、世帯主の 氏名及び住所のほか、索引の便に供するため、世帯主の

氏名を明らかにさせることが適当である。 氏名を明らかにさせることが適当である。

(ｲ) 請求事由等を明らかにさせることを要しない場合は(1)－ア (ｲ) 請求事由等を明らかにさせることを要しない場合

－(ｲ)－Ａと同様であり、その取扱いについては(1)－ア－(ｲ) Ａ 次に掲げる場合には、当該請求者に請求事由等を明らか

－ＢからＥまでに準ずる。 にさせることを要しない。ただし、配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護に関する法律（平成13年法律第31号。

以下「配偶者暴力防止法」という。）第１条第２項に規定

する被害者のうち更なる暴力によりその生命又は身体に危

害を受けるおそれがあるものに係る請求である場合等市町

村長が法第12条第５項の規定に基づき請求を拒むかどうか

を判断するために特に必要があると認める場合は、請求事

由等を明らかにさせること（法第12条第３項及び住民票省

令第３条）。

(A) 住民票に記載されている者又はその者と同一の世帯に

属する者が(ｱ)－Ｂ及びＣに掲げる事項を明らかにして請

求する場合

(B) 国又は地方公共団体の職員がその職名、職務上の請求

である旨並びに(ｱ)－Ｂ及びＣに掲げる事項を明らかにし

て請求する場合
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(C) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保

険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士がその資格

、職務上の請求である旨並びに(ｱ)－Ｂ及びＣに掲げる事

項を明らかにして請求する場合

(D) 市町村長（指定都市にあっては区長）が相当と認める

場合

Ｂ Ａ－(A)、(B)及び(C)に掲げる者の職名、資格等について

は、請求書等において「本人」、「本人と同一の世帯に属

する者」、「○○市△△課長」、「弁護士」等具体的に明

らかにさせる必要がある。また、これらの字句をあらかじ

め請求書に印刷しておき、該当するものを○で囲む方法で

も差し支えない。

さらに、これらの者の職名、資格等については、原則と

して請求書の記載、押印等により判断すれば足りるが、請

求書の記載等から請求者の資格等に疑わしい点がある場合

など特に必要がある場合には、身分証明書の提示を求め、

又はＡ－(B)若しくは(C)に掲げる者の所属する官公署若し

くは団体に電話で照会する等の方法により確認することが

適当である。

また、このような確認をした際には、その確認内容及び

方法を、請求書の余白に記載する等の方法により記録する

ことが適当である。

なお、国又は地方公共団体の職員が請求に際してその職

名を明らかにすることがその職務に支障を及ぼす場合にお

いては、職名を明らかにさせることに代えて、身分証明書

等その身分を明らかにする書類を提示させることで足りる

ものである。

Ｃ Ａ－(B)及び(C)の「職務上の請求である旨」とは、当該

請求が職務上の請求であることを明らかにさせれば足りる

ものである。

Ｄ 国又は地方公共団体の職員が請求に際して明らかにする

住所は、当該職員が所属する官公署の所在地で足りるもの

である。

Ｅ 日本放送協会、日本下水道事業団等の特殊法人等の役員

又は職員が、その職務上、請求事由等を明らかにして請求
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する場合においては、これらの法人が特別の法律によって

設置されたものでありその業務が高い公共性を有すること

に鑑み、当該特殊法人等の業務に支障を及ぼすことのない

ような対応を行う必要がある。

(ｳ)（略） (ｳ)（略）

(ｴ)（略） (ｴ)（略）

イ（略） イ（略）

ウ（略） ウ（略）

②（略） ②（略）

③（略） ③（略）

④（略） ④（略）

⑤（略） ⑤（略）

(3) 消除した住民票の閲覧及び写し等の交付 (4) 消除した住民票の閲覧及び写し等の交付

既に住民票の全部が消除された住民票については、その閲覧の請 既に住民票の全部が消除された住民票については、その閲覧の請

求に応じる必要はなく、また、その写し又は記載をした事項に関す 求又は申出に応じる必要はなく、また、その写し又は記載をした事

る証明書の交付の請求については、住民票に準じて取り扱うことが 項に関する証明書の交付の請求については、住民票に準じて取り扱

適当であるが、住所地市町村長以外の市町村長に対する交付の請求 うことが適当であるが、住所地市町村長以外の市町村長に対する交

については、その請求に応じる必要はない。 付の請求については、その請求に応じる必要はない。

４ （略） ４ （略）

第３～第５ （略） 第３～第５ （略）

第６ その他 第６ その他

１～９ （略） １～９ （略）

10 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに 10 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに

戸籍の附票の交付におけるドメスティック・バイオレンス及びストー 戸籍の附票の交付におけるドメスティック・バイオレンス及びストー

カー行為等の被害者の保護のための措置 カー行為等の被害者の保護のための措置

市町村長は、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等 市町村長は、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等

の加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の の加害者が、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の

交付並びに戸籍の附票の写しの交付（以下「住民基本台帳の閲覧等」 交付並びに戸籍の附票の写しの交付（以下「住民基本台帳の閲覧等」

という。）の制度を不当に利用してそれらの行為の被害者の住所を探 という。）の制度を不当に利用してそれらの行為の被害者の住所を探

索することを防止し、もって被害者の保護を図ることを目的として、 索することを防止し、もって被害者の保護を図ることを目的として、

法第11条第3項、第12条第5項及び第20条第2項において準用する第12条 法第11条の2第1項、第12条第5項及び第20条第2項において準用する第1

第5項に基づき、次の措置を講ずるものとする。 2条第5項に基づき、次の措置を講ずるものとする。

ア （略） ア （略）

イ 支援の必要性の確認 イ 支援の必要性の確認
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(ｱ) 申出者 (ｱ) 申出者

当初受付市町村長は、申出者が、ア－(ｱ)に掲げる者に該当し、 当初受付市町村長は、申出者が、ア－(ｱ)に掲げる者に該当し、

かつ、加害者が、当該申出者の住所を探索する目的で、住民基本 かつ、加害者が、当該申出者の住所を探索する目的で、住民基本

台帳の閲覧等を行うおそれがあると認められるかどうかについて 台帳の閲覧等を行うおそれがあると認められるかどうかについて

、警察の意見を聴き、確認する。 、警察、配偶者暴力相談支援センター等の意見を聴取し、又は裁

判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法

に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認する。

この場合において、市町村長は、警察の意見を聴く以外の適切 この場合において、市町村長は、上記以外の適切な方法がある

な方法がある場合には、その方法により確認することとしても差 場合には、その方法により確認することとしても差し支えない。

し支えない。

(ｲ) 申出者と同一の住所を有する者 (ｲ) 申出者と同一の住所を有する者

当初受付市町村長は、ア－(ｲ)の申出を受けている場合には、加 当初受付市町村長は、ア－(ｲ)の申出を受けている場合には、加

害者が、申出者の住所を探索する目的で、当該申出者と同一の住 害者が、申出者の住所を探索する目的で、当該申出者と同一の住

所を有する者の住民基本台帳の閲覧等の請求を行うおそれがある 所を有する者の住民基本台帳の閲覧等の申出を行うおそれがある

と認められるかどうかについて、併せて警察の意見を聴く等の方 と認められるかどうかについて、併せて(ｱ)と同様の確認を行う。

法により、確認する。

ウ～ケ （略） ウ～ケ （略）

コ 支援措置 コ 支援措置

(ｱ) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求に係る支援措置 (ｱ) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出に係る支援措置

Ａ 市町村長は、支援対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの Ａ 市町村長は、支援対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの

閲覧について、以下のように取り扱う。 閲覧について、以下のように取り扱う。

(A) 加害者が判明しており、加害者から請求がなされる場合 (A) 加害者が判明しており、加害者から申出がなされる場合（

不当な目的であるものとして請求を拒否する。 閲覧者、閲覧事項取扱者の中に、加害者が含まれている場合

を含む。）

法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないとして申

出を拒否する。

(B) 支援対象者本人から請求がなされた場合 (B) 支援対象者本人から申出がなされた場合

加害者が支援対象者本人になりすまして行う請求に対し閲 支援対象者本人からの閲覧の申出については、対象となる

覧させることを防ぐため、ア－(ｴ)に準じて本人確認をより厳 住民が氏名等により特定されているものであるため、閲覧制

格に行う。 度ではなく、住民票の写しの交付制度により対応することが

ただし、市町村長が当該措置を不要と認める者については 適当である。

、この限りでない。

(C) その他の第三者から請求がなされた場合 (C) その他の第三者から申出がなされた場合

加害者が第三者になりすまして行う請求に対し閲覧させる 加害者が第三者になりすまして行う申出に対し閲覧させる

ことを防ぐため、ア－(ｴ)に準じて本人確認をより厳格に行う ことがないよう、十分留意して厳格に本人確認を行うことが
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。 適当である。

また、加害者の依頼を受けた第三者からの閲覧に対し閲覧 また、加害者の依頼を受けた第三者からの閲覧に対し閲覧

させることを防ぐため、請求事由についても関係文書の提示 させることがないよう、利用の目的等について十分留意して

を求めるなど適宜の方法により、より厳格な審査を行う。 厳格な審査を行うことが適当である。

ただし、市町村長がこれらの措置を不要と認める者につい なお、加害者が国又は地方公共団体の機関の職員になりす

ては、この限りでない。 まして閲覧を請求することも考えられるため、法第11条に基

づく請求であっても、閲覧者については、十分留意して厳格

に本人確認を行うことが適当である。

Ｂ 市町村長は、その判断により、閲覧請求において特別の請求 Ｂ 市町村長は、その判断により、閲覧申出において特別の申出

がない場合には、支援対象者を除く請求であるとみなし、支援 がない場合には、支援対象者を除く申出であるとみなし、支援

対象者に係る部分を除外又は抹消した住民基本台帳の一部の写 対象者に係る部分を除外又は抹消した住民基本台帳の一部の写

しを閲覧に供することとして差し支えない。なお、この場合、 しを閲覧に供することとして差し支えない。なお、この場合、

市町村長は、閲覧請求用紙に明記する等により、あらかじめそ 市町村長は、閲覧申出用紙に明記する等により、あらかじめそ

の旨を請求者に明らかにする。 の旨を申出者に明らかにする。

ただし、このような取扱いをする場合にでも、国又は地方公 ただし、このような取扱いをする場合にでも、国又は地方公

共団体の職員による職務上の請求の場合及びその他の者による 共団体の機関による請求の場合及びその他の者による支援対象

支援対象者に係る閲覧を求める特別の請求の場合には、Ａの例 者に係る閲覧を求める特別の申出の場合には、Ａの例により取

により取り扱う。 り扱う。

(ｲ) （略） (ｲ) （略）

サ 関係部局との連携

イ又はオにおいて支援の必要性があることを確認した市町村長は支

援対象者が記載されている選挙人名簿の抄本の閲覧についてもコの支

援措置と同様の措置が円滑に講じられるよう、選挙管理委員会と連携

を取ることが適当である（「選挙人名簿の抄本の閲覧に関する留意事

項について」平成17年３月25日総行選第７号総務省自治行政局選挙部

選挙課長通知）。同様の趣旨から、当該市町村内の関係部局に、必要

な情報を提供することとしても差し支えない。

第７ （略） 第７ （略）


